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商品概要説明書 
2021年11月15日現在 

商 品 名 ごうぎんインターネット積立定期 

販 売 対 象 個人のお客さま（ごうぎんインターネットバンキングサービスのご契約が必要です。） 

特    徴 

・インターネットによるお申込、インターネット専用口座、無通帳扱いです。 

・指定した周期で、積み立てた預金を一括自動解約し、その元利金を新たな預入明細にして継

続して運用します。 

預 金 種 類 スーパー定期預金 

目標周期 

（おまとめｻｲｸﾙ） 
初回積立日を基準に６ヵ月、１年、２年、３年のいずれか。 

預 入 

預入方法 

・｢インターネットバンキング｣の｢定期・積立｣のメニュー「積立定期預金口座開設｣から口座開

設手続きを行ってください。 

・開設された口座は、自動的に｢インターネットバンキング｣のサービス利用口座として登録さ

れます。 

・毎回定額の積立です。年２回、特別積立の指定が可能です。 

・｢定期・積立｣メニューの「積立定期預金預入｣から随時預入も可能です。 

・預入資金は｢インターネットバンキング｣のサービス利用口座に登録されている普通預金から

の振替となります。 

預入日 

・口座開設時にご指定いただいた日となります。 

・随時預入の場合、｢インターネットバンキング｣にて預入手続きをされた日が預入日となりま

す。 

預入金額 毎回積立・特別積立ともに１，０００円以上（１円単位） 

まとめ明細 
おまとめ明細は、目標周期を預入期間とするスーパー定期預金での運用となり、以後自動継続 

扱いとなります。 

預入口座 インターネット積立定期  

お届印 ｢インターネットバンキング」の代表口座のお届印 

 適用利率 

預入日のスーパー定期の利率を適用します。 

※ おまとめ明細は、おまとめサイクルを期間とするスーパー定期の利率を適用します。 

  なお、おまとめ明細が１，０００万円以上となった場合、大口定期預金の利率は適用せ

ず、スーパー定期預金の利率を適用します。 

利 息 利払方法 スーパー定期預金の利払方法を適用します。 

計算方法 付利単位を１円とした１年を３６５日とする日割計算。 

 課  税 

・２０％※（国税１５％、地方税５％）の源泉分離課税となります。 
※2013年1月1日～2037年12月31日までにお受け取りになる利息については、復興特別所
得税が課され、20.315%（国税15.315％、地方税5％）の源泉分離課税が適用されま
す。 

・マル優のお取扱いはできません。 
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解 約 

・｢インターネットバンキング｣の｢定期・積立｣のメニュー「積立定期預金中途解約｣より解約

手続きを行ってください。 

・解約受付日に、ご指定のサービス利用口座へ元利金を払い戻します。 

・おまとめ日以前の明細解約は、中途解約となり、スーパー定期預金の中途解約利率を適用し

ます。 

預金保険の適用 預金保険制度の対象であり、預金保険の範囲内で保護されます。 

金利情報の入手方法 ホームページに表示しております。または窓口までお問い合わせください。 

留 意 事 項 

・｢インターネットバンキング｣で手続きされた預入・中途解約取引を取消しすることはできま

せん。 

・「インターネットバンキング」で手続きされた積立定期預金口座開設は、当行の所定時間内

であれば取消しが可能です。 

・｢インターネット積立定期｣へ預入いただく場合、通帳および証書は発行いたしません。 

・｢インターネットバンキング｣契約を解約する場合、この預金も解約となります。 

・お取引内容は、｢インターネットバンキング｣の積立定期預金明細照会よりご確認いただけま

す。 

・窓口およびＡＴＭでの預入・解約はできません。 

・インターネット専用口座の口座開設日は、該当口座の照会・預入・解約手続きはできませ

ん。 

当行の苦情・相談窓口 
カスタマーセンター（フリーダイヤル ０１２０－３１５１８０） 

受付 ９：００～１７：００（ただし銀行休業日は除きます。） 

当行が契約している 

指定紛争解決機関 

および連絡先 

指定紛争解決機関：一般社団法人全国銀行協会 

連絡先：全国銀行協会相談室 

電話番号：０５７０－０１７１０９ または ０３－５２５２－３７７２ 

受付 ９：００～１７：００（ただし銀行休業日は除きます。） 

 

 

 

 

 

 


